
通学路対策箇所図（橋本小学校、橋本中学校区） 平成27年3月

文

橋本小学校
橋本中学校

：要対策箇所

：通学路

No.8
京奈和側道の車両通行
量が多く、道路を横断す
るのが危険。

・対策
<市>「減速」啓発看板設
置
【H27対策済】

No.9
ガードレールの下部の
柵が無く、転落する危険
性がある。

・対策
<教>安全指導の徹底

No.11
水路にフタが無い。
車道と歩道の区別がな
く危険。

・対策
<市>水路のフタ設置。
防護柵等で車道と歩道
の区別をつける。
【H27～H29対策済】

No.10
交差点に信号が無く、
交通事故が多発してお
り通行に危険。

・対策
<警>信号機の設置
【H26対策済】



通学路対策箇所図（橋本小学校・橋本中央中学校区） 令和４年３月

文

：要対策箇所

：通学路

No.108（橋本小）　【交通】
国道上ノ島線　　　　観点②

道幅が細く、歩道がないが、車

の往来が多く危険。

・対策

〈市〉スピード抑制の路面標示

【R4対策済】

橋本小学校
橋本中学校



通学路対策箇所図（橋本小学校区） 令和５年３月

文

：要対策箇所

：通学路

No.116（橋本小）　【交通】
市道本町市脇線　　　　

カーブミラーがなく、車が急に

曲がってくるので危ない。

・対策

〈市〉注意喚起看板設置

【R4対策済】

橋本小学校
橋本中学校


